
 

 

令和５年度袖ケ浦市教育基本方針 

 

Ⅰ．基本方針 

 本市では、令和２年度から令和１３年度を計画期間とする「袖ケ浦市総合計画」の中で、市が

目指す将来の姿を『みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦』とし、重点的

取組の一つとして、“誰もが活躍するまち”の実現にむけ、子育て・教育環境の充実と学びを通

じた社会参加の促進を図っています。 

 教育委員会では、令和３年度から令和１２年度までを計画期間とし、本市教育行政の施策の方

向性と施策を体系的にまとめた『第三期袖ケ浦市教育ビジョン（袖ケ浦市教育振興基本計画）』

の前期計画の３年目にあたります。第三期教育ビジョンは、基本目標に『未来を創る 心豊かで 

いきいきとした 人づくり』を掲げ、【子ども】【生涯学習】【スポーツ】【文化財・文化芸術】の

領域で基本目標を実現するための４つの目標を設定し、様々な施策についての取組を進めていま

す。 

今年度の主な取組について、学校教育では、社会の変化に対応し、ＩＣＴ機器を活用して海外

の人々と交流する中で異文化の理解やコミュニケーション能力を育成するなど、各教科領域も含

めた横断的な教育活動に取り組むほか、主体的に学習に取り組む児童生徒の育成や、個に応じた

指導の充実を目的として、ＩＣＴ機器の活用をより一層推進するため、学校ＩＣＴインストラク

ターによる全校巡回システムを構築するとともに、児童生徒のタブレット端末活用事例の収集と

普及を図ります。さらに、学校体育について、休日の運動部活動の段階的な地域移行を進めるほ

か、児童生徒のスポーツへの関心と体力・技術の向上を目指します。加えて、基礎学力向上支援

教員や特別支援教員等により、子どもたちの学力向上や生活上の支援を図るとともに、読書教育

や体験活動の充実による豊かな心の育成を推進します。 

教育環境の整備については、蔵波地区における児童数増加への対応として、令和６年度の供用

開始に向け、蔵波小学校増築校舎の工事を進めるほか、昭和地区における生徒数増加への対応と

して、令和８年度の供用開始に向け、増築校舎の設計等を進めます。 

生涯学習の充実については、電子図書館サービスを引き続き実施するとともに、更なる利用拡

大に向けた取組を検討してまいります。 

地域スポーツ・レクリエーション活動の推進及びスポーツツーリズムの推進については、総合

型地域スポーツクラブの活動を支援するとともに、質の高いスポーツを観る機会を提供するため、

野球・アメリカンフットボール等の公式戦や各種大会、合宿等を誘致し、市民のスポーツ参加へ

の意識の醸成と交流人口の増加を目指します。 

郷土の歴史と文化財の保存・活用については、地域に伝えられた文化財を次世代に継承すると

ともに、展示等による公開や活用を図るため、資料の保存環境の整備やデジタル化を進めます。 

近年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会経済活動への多大な影響がありました

が、昨年度からは、感染対策を講じながら本来の活動に戻りつつあります。今年度は、コロナ以

前の事業内容や課題を整理しながら、更なる成果を目指した取組を進めてまいります。 

以上、これらのことを踏まえ、本市教育のさらなる発展を目指し基本目標の実現に向け、『令

和５年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標』を定め、教育の向上に努めます。 


